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(57)【要約】
【課題】薬剤を吸液芯によって吸い上げるタイプの薬剤
揮散器であっても、薬剤がこぼれるのを防止することが
できる、薬剤揮散器を提供する。
【解決手段】本発明に係る薬剤揮散器は、上部に開口を
有し、液状の薬剤が収容された薬剤容器と、薬剤容器の
開口に差し込まれる吸液芯と、薬剤容器を支持するとと
もに、取付対象物に取り付けられる支持体と、を備え、
支持体は、開口の軸線方向に対する径方向外方から、薬
剤容器を挟むように保持する保持部を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部に開口を有し、液状の薬剤が収容された薬剤容器と、
　前記薬剤容器の開口に差し込まれる吸液芯と、
　前記薬剤容器を支持するとともに、取付対象物に取り付けられる支持体と、
を備え、
　前記支持体は、前記開口の軸線方向に対する径方向外方から、前記薬剤容器を挟むよう
に保持する保持部を備えている、薬剤揮散器。
【請求項２】
　前記薬剤容器は、前記開口が形成された首部と、前記首部よりも外形が大きく、当該首
部が連結される本体部と、を備え、
　前記保持部は、前記首部を保持するように構成されている、請求項１に記載の薬剤揮散
器。
【請求項３】
　前記首部の外周面には、突部が形成されており、
　前記突部と前記本体部との間の隙間に、前記保持部が係合するように構成されている、
請求項２に記載の薬剤揮散器。
【請求項４】
　前記支持体は、
　前記保持部が設けられている側とは反対側から前記薬剤容器を覆う第１壁面と、
　前記吸液芯が差し込まれた前記開口側を覆う第２壁面と、を備えたカバーをさらに備え
、
　前記第２壁面は、気体が通過可能に構成されている、請求項１から３のいずれかに記載
の薬剤揮散器。
【請求項５】
　前記薬剤容器は、前記開口が形成された首部と、前記首部よりも外形が大きく、当該首
部が連結される本体部と、を備え、
　前記保持部は、前記首部を保持するように構成されており、
　前記支持体は、
　前記薬剤容器の重心と対応する上下方向の位置において、前記本体部の外周面と当接す
る第１支持部と、
　前記第１支持部に連結され、当該第１支持部よりも下方において、前記本体部と隙間を
空けて配置される第２支持部と、を備えている、請求項１から４のいずれかに記載の薬剤
揮散器。
【請求項６】
　前記薬剤容器は、前記開口が形成された首部と、前記首部よりも外形が大きく、当該首
部が連結される本体部と、を備え、
　前記保持部は、前記首部を保持するように構成されており、
　前記支持体は、
　上下方向に延び、前記保持部が前記首部に向けて延びるように連結されるとともに、少
なくとも一部が前記本体部の外周面と当接する、上下支持部と、
　前記上下支持部の下端部に連結され、前記保持部と同じ方向に、前記本体部の底面を支
持するように延びる底面支持部と、を備えている、請求項１から４のいずれかに記載の薬
剤揮散器。
【請求項７】
　前記支持体を、取付対象物に取り付けるための固定部をさらに備えている、請求項１か
ら６のいずれかに記載の薬剤揮散器。
【請求項８】
　前記薬剤容器は、前記開口の直下に形成された底面と、当該底面の周縁から上方へ延び
る外周面とを備え、
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　前記吸液芯の下端部の少なくとも一部が、前記底面の周縁のいずれかに当接するように
構成されている、請求項１から７のいずれかに記載の薬剤揮散器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬剤揮散器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、芳香剤等の薬剤が揮散される種々の形態の薬剤揮散器が提案されている。そ
の中で、振動が生じる場所、例えば、車内で用いる薬剤揮散器も提案されているが、この
ような薬剤揮散器は収容された液状の薬剤がこぼれてしまうという問題があった。そのた
め、車内で用いる薬剤揮散器としては、液状の薬剤を用いないゲルタイプや、振動によっ
ても薬剤が漏れにくいメンブレインタイプが用いられることが多い。メンブレインタイプ
とは、気体を通す膜を用い、この膜を介して揮散した薬剤を外部に放出するものである（
例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－９４６１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、メンブレインタイプでは、使用できる薬剤が限定されるという問題があ
った。例えば、高温の環境で用いる場合には、短期間で揮散してしまうような薬剤しか用
いることができなかった。そこで、温度等に関わらず、種々の環境で利用可能な薬剤を用
いる場合には、次のような薬剤揮散器が考えられる。すなわち、車内に取り付けられた支
持体に薬剤容器を支持させるとともに、薬剤容器に収容される薬剤を吸液芯によって吸い
上げ、揮散した薬剤を外部に放出するタイプの薬剤揮散器が考えられる。しかしながら、
このタイプの薬剤揮散器は、振動が発生する場所で使用すると、支持体から薬剤容器が離
脱し、薬剤がこぼれるという問題があった。本発明は、この問題を解決するためになされ
たものであり、薬剤を吸液芯によって吸い上げるタイプの薬剤揮散器であっても、薬剤が
こぼれるのを防止することができる、薬剤揮散器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る薬剤揮散器は、上部に開口を有し、液状の薬剤が収容された薬剤容器と、
前記薬剤容器の開口に差し込まれる吸液芯と、前記薬剤容器を支持するとともに、取付対
象物に取り付けられる支持体と、を備え、前記支持体は、前記開口の軸線方向に対する径
方向外方から、前記薬剤容器を挟むように保持する保持部を備えている。
【０００６】
　この構成によれば、薬剤を収容する薬剤容器が、支持体において、開口の軸線方向に対
する径方向外方から挟むように保持されているため、薬剤容器が径方向、つまり横方向か
らの振動を受けても、薬剤容器が支持体から離脱するのを防止することができる。その結
果、薬剤容器から薬剤がこぼれるのを防止することができる。
【０００７】
　上記薬剤揮散器において、保持部は、薬剤容器のいずれの位置を保持するように構成さ
れてもよいが、例えば、前記薬剤容器が、前記開口が形成された首部と、前記首部よりも
外形が大きく、当該首部が連結される本体部と、を備え、前記保持部が、前記首部を保持
するように構成することができる。
【０００８】
　このとき、前記首部の外周面に、突部を形成し、前記突部と前記本体部との間の隙間に
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、前記保持部が係合するように構成することができる。こうすることで、薬剤容器の軸線
方向の移動が拘束されるため、薬剤容器が軸線方向、つまり上下方向の振動を受けても、
支持体から離脱するのを防止することができる。
【０００９】
　上記各薬剤揮散器において、前記支持体は、前記保持部が設けられている側とは反対側
から前記薬剤容器を覆う第１壁面と、前記吸液芯が差し込まれた前記開口側を覆う第２壁
面と、を備えたカバーをさらに備え、前記第２壁面は、気体が通過可能に構成することが
できる。
【００１０】
　この構成により、次の効果を得ることができる。すなわち、第１壁面によって、薬剤容
器が保持部から離れる方向に、支持体から離脱するのを防止することができる。また、第
２壁面によって、吸液芯が薬剤容器から離脱するのを防止することができる。但し、第２
壁面は、気体が通過可能に構成されているため、揮散した薬剤を外部に放出することがで
きる。また、カバーを設けることで、薬剤容器を隠すことができ、例えば、第１壁面に装
飾を施せば、製品の装飾性を高めることができる。
【００１１】
　上記各薬剤揮散器において、前記薬剤容器は、前記開口が形成された首部と、前記首部
よりも外形が大きく、当該首部が連結される本体部と、を備え、前記保持部は、前記首部
を保持するように構成されており、前記支持体は、前記薬剤容器の重心Ｇと対応する上下
方向の位置において、前記本体部の外周面と当接する第１支持部と、前記第１支持部に連
結され、当該第１支持部よりも下方において、前記本体部と隙間を空けて配置される第２
支持部と、を備えることができる。
【００１２】
　この構成によれば、薬剤容器の本体部の外周面全体が支持体に支持されているのでなく
、薬剤容器は、支持体のうち、第１支持部と当接し、第２支持部とは隙間を空けている。
そのため、薬剤容器が振動を受けても、その振動の少なくとも一部を第２支持部との隙間
で吸収することができる。その結果、振動を受けたとき、薬剤容器が支持体からの衝撃で
破損するのを防止することができる。また、第１支持部は、薬剤容器の重心Ｇと対応する
上下方向の位置において、薬剤容器の本体部の外周面と当接しているため、振動を受けた
とき（特に薬剤容器内の薬剤の残量が少なくなったとき）でも、支持体に対して大きく揺
れるのを防止することができる。
【００１３】
　上記各薬剤揮散器において、前記薬剤容器は、前記開口が形成された首部と、前記首部
よりも外形が大きく、当該首部が連結される本体部と、を備え、前記保持部は、前記首部
を保持するように構成されており、前記支持体は、上下方向に延び、前記保持部が前記首
部に向けて延びるように連結されるとともに、少なくとも一部が前記本体部の側面と当接
する、上下支持部と、前記上下支持部の下端部に連結され、前記保持部と同じ方向に、前
記本体部の底面を支持するように延びる底面支持部と、を備えることができる。
【００１４】
　この構成によれば、薬剤容器の本体部は、保持部と底面支持部とで上下方向から挟むよ
うに支持されるため、薬剤容器を支持体に取り付ける際、上下方向の位置ずれがあれば、
本体部は保持部または底面支持部に当たるため、取り付けることができない。したがって
、底面支持部は、薬剤容器を支持体に取り付けるためのガイドとして機能する。また、本
体部が、保持部と底面支持部とで上下方向から挟むように支持されるため、本体部が斜め
上方または斜め下方に向かって離脱するのを防止することができる。
【００１５】
　上記各薬剤揮散器においては、支持体を取付対象物に直接取り付けることもできるが、
例えば、前記支持体を、取付対象物に取り付けるための固定部を備えることができる。
【００１６】
　また、前記固定部は、前記支持体に対し、停止することなく回転できるように連結する
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ことができる。なお、本発明に係る「回転」とは、３６０度以上の回転のみらならず、半
回転などの３６０度よりも小さい角度での回転を含む。
【００１７】
　この構成によれば、支持体が振動を受けた場合、支持体は固定部に対して回転するよう
になっている。したがって、例えば、取付対象物が傾いたとしても、支持体の重心が、支
持体と固定部との連結部分の鉛直下方に位置するように、支持体は回転する。そのため、
薬剤容器は、開口が上方を向いた状態に維持されるため、薬剤がこぼれるのを防止するこ
とができる。
【００１８】
　なお、「停止することなく」とは、固定部に対する支持体の回転時に、支持体が抵抗を
受けて完全に停止するのを除く意味である。したがって、取付対象物が傾き、支持体が固
定部に対して回転するときに、多少の抵抗を受けたとしても、完全に停止することなく、
支持体の重心が、支持体と固定部との連結部分の鉛直下方に移動するのであれば、本発明
の「停止することなく」に含まれる。
【００１９】
　上記各薬剤揮散器において、前記薬剤容器は、前記開口の直下に形成された底面と、当
該底面の周縁から上方へ延びる外周面と、を備え、前記吸液芯の下端部の少なくとも一部
が、前記底面の周縁のいずれかに当接するように構成することができる。
【００２０】
　このような薬剤容器においては、外周面を伝って底面に流れた薬剤は、表面張力により
底面の周縁に貯まりやすいが、上記のように、吸液芯の下端部の少なくとも一部を、底面
の周縁のいずれかに当接するようすれば、側面の周縁に貯まった薬剤も確実に吸い上げる
ことができる。その結果、薬剤の最後まで使い切ることができる。
【００２１】
　上記各薬剤揮散器において、前記薬剤容器は、底面と、当該底面の周縁から上方に延び
る外周面と、を備え、前記薬剤容器の内壁面には、前記底面から前記外周面の少なくとも
一部に亘って延びる少なくとも１つの突条又は溝が形成されているものとすることができ
る。
【００２２】
　このような突条又は溝が設けられていると、薬剤は突条又は溝を伝うことで、底面まで
流れ落ちやすくなる。その結果、吸液芯によって流れ落ちた薬剤を吸い上げやすくなる。
【００２３】
　上記各薬剤揮散器において、前記薬剤容器は、底面と、当該底面の周縁から上方に延び
る外周面と、を備え、前記薬剤容器の内壁面には、前記外周面から前記開口に向かって延
びる少なくとも１つの突条又は溝が形成されているものとすることができる。
【００２４】
　このような突条又は溝を設けると、例えば、薬剤容器を逆さに向けたとき、薬剤は外周
面を伝って開口側に向かうが、薬剤は、突条又は溝を伝って、開口へと確実に流れるため
、開口に刺し込まれた吸液芯に確実に吸引させることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明に係る薬剤揮散器によれば、薬剤がこぼれるのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本実施形態に係る薬剤揮散器の斜視図である。
【図２】図１の側面図である。
【図３】図１の平面図である。
【図４】図１の薬剤揮散器を後方から見た斜視図である。
【図５】本実施形態に係る薬剤容器の正面図である。
【図６】図５の薬剤容器の底面図である。
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【図７】図５のＡ－Ａ線断面図である。
【図８】第２のポジションにある支持体の斜視図である。
【図９】図８の正面図である。
【図１０】第２のポジションにおいて薬剤容器が装着された支持体の側面図である。
【図１１】図１０の正面図である。
【図１２】図１０の背面図である。
【図１３】固定部の側面図である。
【図１４】図１の薬剤揮散器の使用方法を示す正面図である。
【図１５】薬剤容器の他の例を示す断面図である。
【図１６】薬剤容器の他の例を示す断面図である。
【図１７】薬剤容器の他の例を示す底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明に係る薬剤揮散器の一実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお
、以下では、説明の便宜のため、図２の左側を正面側または前側、右側を背面側または後
側と称する。また、図３の上下方向を幅方向と称する。そして、他の図面についてもこの
方向にしたがって、説明を行う。但し、これらの方向は、本発明を限定するものではない
。
【００２８】
　図１は本実施形態に係る薬剤揮散器の斜視図、図２は図１の側面図、図３は図１の平面
図、図４は薬剤揮散器を後方から見た斜視図である。図１～図４に示すように、本実施形
態に係る薬剤揮散器は、液状の薬剤が収容された薬剤容器１と、この薬剤容器１に差し込
まれ、薬剤を含浸する吸液芯２と、薬剤容器１を支持する支持体３と、この支持体３を取
付対象物に取り付けるための固定部４と、を有している。以下、これら各部材について詳
細に説明する。
【００２９】
　＜１．薬剤容器＞
　図５は薬剤容器の正面図、図６は薬剤容器の底面図、図７は図５のＡ－Ａ線断面図であ
る。図５～図７に示すように、本実施形態に係る薬剤容器１は、正面視逆三角形状の本体
部１１と、この本体部１１の上端に連結された首部１２と、を備えており、これらは一体
的に形成されている。本体部１１は、底面１１１、一対の側面１１２ａ，１１２ｂ、前面
１１３、背面１１４、及び上面１１５によって囲まれた内部空間を有しており、この内部
空間に薬剤が収容される。底面１１１は、平面視矩形状に形成され、左右の縁部（周縁）
は凸状に湾曲している。また、一対の側面１１２は、底面１１１の左右の縁部１１１１か
らそれぞれ斜め上方に向かって互いに離れるように延びている。前面１１３及び背面１１
４は、底面１１１の前側及び後側の縁部からそれぞれ上方に向かって延びている。上面１
１５は、一対の側面１１２、前面１１３、及び背面１１４の上端縁をつなぐように概ね水
平に延びる矩形状に形成されている。そして、上面１１５の中央には、上述した首部１２
が連結されている。
【００３０】
　首部１２は、上端に開口１２１を有する円筒状に形成されており、底面１１１の直上に
配置されている。首部１２の外周面において、上面１１５に近接する位置には、環状の突
部１３が形成されており、この突部１３と上面１１５との間の隙間に、後述する保持部が
配置される。また、首部１２の外周面において、突部１３よりも上方には、螺旋状の雄ね
じ１４が形成されている。この雄ねじ１４は，図示を省略するキャップの雌ねじが螺合す
るようになっている。すなわち、首部１２には、キャップが取り付けられ、使用時に取り
外すようになっている。
【００３１】
　本体部１１の内壁面は、次のように構成されている。まず、底面１１１及び一対の側面
１１２には、左右方向に延びる突条１６が形成されている。この突条１６は、底面１１１
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及び側面１１２の前後方向の中心付近を、一方の側面１１２ａの上下方向の中心付近から
、底面１１１を経て、他方の側面１１２ｂの上下方向の中心付近まで延びている。また、
この突条１６には、溝が形成されており、突条１６に沿って延びている。
【００３２】
　また、上面１１５の内壁面にも一対の突条１７ａ，１７ｂが形成されている。各突条１
７ａ，１７ｂは、上面１１５の前後方向の中心付近を通過しており、上面１１５の左右の
端部付近から首部１２に向かって延び、首部１２の内壁面を開口１２１の縁部まで上方に
向かって延びている。これらの突条１７ａ，１７ｂにも、溝が形成されており、突条１７
ａ，１７ｂに沿って延びている。
【００３３】
　以上のような薬剤容器１は、種々の材料により形成することができるが、樹脂材料によ
り形成することができる。この場合、例えば、前後方向の中心付近で分割した状態（形成
される突条１６，１７ａ，１７ｂも前後方向の中心付近で分割されている）に形成したも
のを張り合わせたり、また、ブロー法（例えば、インジェクションブロー法、ダイレクト
ブロー法）により成形した後、底面１１１及び側面１１２の内壁面を削ったり、突条を貼
り付けたりして薬剤容器１を形成することができる。ブロー法のうち、特にダイレクトブ
ロー法により薬剤容器１を成形する場合には、筒状のパリソンを用い、２つの成形型でパ
リソンの上部を挾み、雄ねじ１４及び突部１３が形成された首部１２のみを先に成形し、
続いて、成形された首部１２よりも下方の部分を２つの成形型で挾み、パリソンに空気を
注入しつつ本体部１１を成形する。首部１２よりも下方の部分を２つの成形型で挟む際、
互いの成形型が接する箇所の樹脂材料が盛り上がるようにすることで、突条１６,１７a,
１７bを成形することができる。
【００３４】
　また、薬剤容器１は、内部の薬剤が視認できるように透明または半透明の材料で形成す
ることが好ましい。薬剤容器１に収容される液状の薬剤としては、用途に応じて、公知の
芳香液、消臭液、アロマオイルなど、種々のものを用いることができる。
【００３５】
　＜２．吸液芯と薬剤容器への取付構造＞
　次に、吸液芯２及び薬剤容器１への取付構造について説明する。まず、図７に示すよう
に、薬剤容器１には、吸液芯２の取付部材５が取り付けられており、この取付部材５を介
して、吸液芯２が薬剤容器１に取り付けられている。取付部材５は、薬剤容器１の首部１
２の内壁面に圧入される円筒状の取付本体５１と、この取付本体５１の上縁から径方向外
方に延びるフランジ部５２とを備えている。そして、取付本体５１の内部には、吸液芯２
が挿入される。また、フランジ部５２は、首部１２の開口周縁を上方から覆うように配置
される。
【００３６】
　また、取付本体５１の内壁面には、上下方向に沿って延びる溝（図示省略）が形成され
ており、吸液芯２が挿入されたときに、この溝によって吸液芯２と取付本体５１との間に
隙間が形成される。この隙間は、薬剤容器１の内部空間と外部とを連通する。これにより
、例えば、高温の環境で薬剤容器１を用い、薬剤容器１の内圧が上昇したとき、薬剤容器
１内の空気が隙間を通じて外部に排出されるようになっている。一方、このような隙間が
設けられていないと、内圧が上昇したとき、吸液芯２を通じて薬剤が過剰に押し出される
おそれがある。
【００３７】
　続いて、吸液芯２について説明する。吸液芯２は、円柱状に形成されており、上述した
ように、取付本体５１の内壁面に密着した状態で、取付本体５１に挿入される。そして、
吸液芯２の長さは、次のように設定されている。すなわち、吸液芯２の下端部が薬剤容器
１の底面１１１に当接したとき、吸液芯２の上端部は、首部１２から突出した状態となる
ように設定されている。このとき、吸液芯２の下端部２１の下面が底面１１１に接しつつ
、下端部２１の周縁が底面の左右の縁部１１１１にも接するようになっている。
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【００３８】
　吸液芯２を構成する材料は、薬剤を吸い上げ、首部１２から突出している部分から薬剤
を外部に揮散させることができるような材料であれば、特には限定されない。例えば、紙
、布など種々の材料を用いることができる。
【００３９】
　＜３．支持体＞
　続いて、支持体３について、図８～図１２を参照しつつ説明する。図８は第２のポジシ
ョンにある支持体の斜視図、図９は図８の正面図、図１０は第２のポジションにおいて薬
剤容器が装着された支持体の側面図、図１１は図１０の正面図、図１２は図１０の背面図
である。但し、図１２では説明の便宜上、固定部を取り外した状態を示している。
【００４０】
　図８～図１２に示すように、支持体３は、薬剤容器１を保持する支持本体（上下支持部
）３１と、この支持本体３１に取り付けられ、薬剤容器１を覆うカバー３２と、を備えて
おり、カバー３２は薬剤容器１を覆う第１のポジション（図１～図４）と薬剤容器１を取
り外し可能な第２のポジション（図８～図１２）とを取り得る。以下では、説明の便宜の
ため、支持体３が第１のポジションを取りうる場合と第２のポジションを取りうる場合と
の両方を参照しつつ、支持体３について説明する。まず、支持本体３１について説明する
。
【００４１】
　支持本体３１は、上方から下方に向かって配置された上端部３１１、中間部（第１支持
部）３１２、及び下端部（第２支持部）３１３が一体的に形成された板状の部材であり、
上端部３１１と中間部３１２との間には板状の保持部３１４が連結されている。上端部３
１１は、正面視台形状の板状に形成されており、その中央には背面側に突出する環状の取
付部３１５が形成されている。図１２に示すように、この取付部３１５は、下側に切欠き
３１５１が形成されており、後述する固定部４の軸部が切欠き３１５１から取付部３１５
の穴に取り付けられる。また、上端部３１１の左右の辺には、それぞれ、前面側に第１係
止部３１１１が形成され、背面側に第２係止部３１１２が形成されている。また、第１係
止部３１１１は、中間部３１２側に配置され、第２係止部３１１２は、第１係止部３１１
１よりも上方に配置されている。そして、これら第１係止部３１１１及び第２係止部３１
１２によって、後述するカバー３２の一部が挟まれる。また、上端部３１１の上辺にはヒ
ンジ３１６が形成され、このヒンジ３１６を介して、カバー３２が揺動自在に取り付けら
れている。
【００４２】
　中間部３１２は、正面視矩形状の板状に形成されており、上端部３１１の下端に連結さ
れている。そして、上端部３１１と中間部３１２との間には、上述したように、薬剤容器
１の首部１２を保持する保持部３１４が連結されている。保持部３１４は、板状に形成さ
れた一対の保持片３１４１ａ，３１４１ｂを備えており、これら保持片３１４１は前方に
向かって延びている。そして、これら保持片３１４１は、左右方向の中央に隙間を空けて
配置されており、この隙間に薬剤容器１の首部１２が保持される。より詳細に説明すると
、両保持片３１４１ａ，３１４１ｂの隙間は、首部１２の外周面に沿うように平面視円形
状に形成されているが、両保持片３１４１ａ，３１４１ｂの前端部間の隙間は、首部１２
の直径よりも狭くなっている。これにより、首部１２の抜け止めを形成している。なお、
保持部３１４の前後方向の長さは、薬剤容器１の前後方向の幅の半分よりも長いことが好
ましい。
【００４３】
　また、中間部３１２は、薬剤容器１の背面１１４に当接するように構成されており、薬
剤容器１の本体部１１の上端から、本体部１１の上下方向の中間部付近まで延びている。
より詳細には、図１０に示すように、中間部３１２は、薬剤容器１の重心Ｇと対応する上
下方向の位置を越えて、下方に延びている。
【００４４】



(9) JP 2016-123765 A 2016.7.11

10

20

30

40

50

　下端部３１３は、中間部３１２の背面の下端から下方に延びる正面視矩形状の板状に形
成されている。これにより、下端部３１３は、中間部３１２よりも後方に配置され、中間
部３１２に当接している薬剤容器１の背面１１４との間に隙間が形成される。また、下端
部３１３の左右方向の幅は、中間部３１２よりも狭くなっており、保持部３１４に薬剤容
器１が保持されたときには、薬剤容器１に遮られて正面からは下端部３１３が見えないよ
うになっている。そして、下端部３１３の前面の中央には上下方向に延びる棒状の突部３
１７が形成されており、この突部３１７の前面は中間部３１２の前面よりも後側にある。
また、下端部３１３の下端縁には、平面視矩形状の板状の底面支持部３１８が連結されて
いる。この底面支持部３１８は、保持部３１４と概ね同じ長さで前方に突出しており、薬
剤容器１の底面１１１に当接するように構成されている。
【００４５】
　続いて、カバー３２について説明する。カバー３２は、ヒンジ３１６を介して支持本体
３１に連結されることにより、上記のように薬剤容器１を覆う使用時の第１ポジションと
、薬剤容器１を取り付けたり、あるいは取り外すときの第２ポジションを取り得る。
【００４６】
　カバー３２は、支持本体３１の前側に配置される前壁部（第１壁面）３２１と、前壁部
３２１の上端縁に連結され，前後方向に延びる上壁部（第２壁面）３２２と、上壁部３２
２の後端縁から上下方向に延び、支持本体３１の上端部３１１の周囲を囲む背壁部３２３
と、を備えている。
【００４７】
　前壁部３２１は、正面視菱形状に形成されており、前面には装飾が施されている。前壁
部３２１は、支持本体３１に保持される薬剤容器１がほぼ隠れるような大きさに、形成さ
れている。上壁部３２２は、前壁部３２１の上端部に沿うように正面視へ字状に形成され
ており、薬剤容器１に差し込まれた吸液芯２を上方から覆うように配置される。そして、
上壁部３２２の上端付近には、開口が形成されるとともに、この開口の一部を塞ぐように
前後方向に延びる複数の棒状部材３２２１が平行に配置されている。棒状部材３２２１の
配置されている間隔は、吸液芯２の直径よりも小さくなっている。これにより、上壁部３
２２からは、吸液芯２から揮発する薬剤は通過するが、吸液芯２が抜け出さないようにな
っている。
【００４８】
　背壁部３２３は、上壁部３２２の後端縁に沿うように正面視へ字状に形成されており、
上述したように、支持本体３１の上端部３１１の周囲を囲むように板状に形成されている
。まず、支持本体３１の上端部３１１の上辺が、ヒンジ３１６を介して背壁部３２３に連
結されている。また、背壁部３２３の両側の内周縁は、支持本体３１の上端部３１１に形
成された第１係止部３１１１及び第２係止部３１１２によって挟まれる。これにより、背
壁部３２３が支持本体３１に固定され、カバー３２が第１ポジションに保持される。
【００４９】
　続いて、カバー３２が第２ポジションにあるときについて、説明する。第１ポジション
では、図１～図４に示すように、カバー３２が薬剤容器１を覆うため、前壁部３２１は支
持本体３１と概ね平行になるように上下方向に延びるように配置される。この状態から、
前壁部３２１を上方に向けて傾斜させると、第１係止部３１１１及び第２係止部３１１２
と背壁部３２３との係止状態が解除され、カバー３２がヒンジ３１６を中心として揺動可
能となる。そして、例えば、図１０に示すように、カバー３２は、前壁部３２１が支持本
体３１の上方で水平に延びる状態まで揺動し、第２ポジションとなる。この状態で、薬剤
容器１は外部に露出するため、取り外し可能となる。
【００５０】
　＜４．固定部＞
　次に、固定部４について、図１３も参照しつつ説明する。図１３は固定部の側面図であ
る。固定部４は、支持本体３１における上端部３１１の取付部３１５から背面側に延びる
ように形成されている。より詳細には、取付部３１５に回転自在に連結される連結部４３
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と、この連結部４３から後方に延びる板状の第１固定片４１と、この第１固定片４１の下
側に平行に延びる板状の第２固定片４２と、を備えており、これらは一体的に形成されて
いる。連結部４３は、小径の軸部４３１と、その前側に取り付けられ、軸部４３１よりも
径の大きい円形の抜け止め部４３２とを備えており、軸部４３１が、取付部３１５の穴に
切欠き３１５１を介して取り付けられる。取付部３１５の内径は、軸部４３１とほぼ同じ
であるが、抜け止め部４３２よりは小さいため、連結部４３は、取付部３１５において前
後方向に延びる軸周りに回転自在に取り付けられる。また、切欠き３１５１の幅は、軸部
４３１の径よりも小さいため、切欠き３１５１は軸部４３１の抜け止めになる。このとき
、連結部４３は、ほぼ抵抗なく取付部３１５に対して回転するようになっており、これに
よって、例えば、支持体３が振動を受けた場合、支持体３は固定部４に対して回転するよ
うになっている。
【００５１】
　第１固定片４１及び第２固定片４２は連結部４３に対して、弾性変形可能となっており
、これにより、両固定片４１，４２は、互いに近接離間するように変形可能である。初期
状態では、両固定片４１，４２の後端部は接しており、これを弾性力に抗して押し広げる
ことで、両固定片４１，４２の間には、取付対象物を弾性的に挟むことができるようにな
っている。
【００５２】
　＜５．薬剤揮散器の使用方法＞
　次に、上記のように構成された薬剤揮散器の使用方法について説明する。まず、薬剤容
器１のキャップを取り外し、吸液芯２を露出させる。続いて、支持体３のカバー３２を開
いて第２ポジションとし、保持部３１４を露出させる。これに続いて、保持部３１４の両
保持片３１４１ａ，３１４１ｂの間に、薬剤容器１の首部１２を挿入する。具体的には、
首部１２の突部１３と本体部１１の上面１１５との隙間に、両保持片３１４１ａ，３１４
１ｂの内縁が係合するようにする。この状態で、両保持片３１４１ａ，３１４１ｂの前端
側の隙間は、首部１２の径よりも狭いので、これが抜け止めになって、首部１２が保持部
３１４から離脱するのが防止される。こうして、首部１２が保持部３１４に装着されると
、薬剤容器１の本体部１１の背面１１４は、支持本体３１の中間部３１２に当接するとと
もに、本体部１１の底面１１１が底面支持部３１８に当接する。
【００５３】
　このように、保持部３１４は首部１２の突部１３と本体部１１の上面１１５との隙間に
係合するが、これが上下方向のいずれかにずれると、本体部１１の底面１１１が底面支持
部３１８に当接せず、例えば、本体部１１が底面支持部３１８に当たって、薬剤容器１が
支持体３に装着できないようになっている。そのため、底面支持部３１８は、薬剤容器１
を正しい位置に装着するためのガイドとしても機能する。
【００５４】
　こうして、薬剤容器１が装着されると、カバー３２を第１ポジションに戻す。これによ
り、薬剤容器は１、カバー３２の前壁部３２１により前方への移動が規制され、支持本体
３１から離脱するのが防止される。また、カバー３２の上壁部３２２が吸液芯２を上方か
ら覆うため、吸液芯２が薬剤容器１から離脱するのを防止することができる。
【００５５】
　続いて、固定部４を取付対象部に取り付ける。すなわち、固定部４の両固定片４１、４
２で取付対象物を挟むようにする。こうして、薬剤揮散器の取り付けが完了する。なお、
取付対象物は特には限定されないが、例えば、自動車のエアコンやデフロスターの排気口
など、振動を伴うものとすることができる。但し、振動が生じるような取付対象物は、上
記のような排気口以外でもよく、特には限定されない。
【００５６】
　その後、薬剤容器１内の薬剤は、吸液芯２に吸い上げられ、吸液芯２を伝って、薬剤容
器１の外部へと揮散する。これにより、芳香効果等を得ることができる。そして、本実施
形態に係る薬剤揮散器では、以下の理由から、薬剤容器１内の薬剤の量が少なくなっても
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、最後まで薬剤を使い切ることができる。まず、吸液芯２の下端部２１は、薬剤容器１の
底面１１１に接しており、さらに、吸液芯２の下端部２１の少なくとも一部が、底面１１
１の縁部１１１１に接している。そのため、側面１１２から流れ落ち、底面１１１に達し
た薬剤のうち、表面張力によって底面１１１の縁部付近に残留する薬剤も吸引することが
できる。また、本体部１１の側面１１２から底面１１１に亘って、溝を有する突条１６が
形成されているため、薬剤はこの突条１６を伝うことで、底面１１１まで流れ落ちやすく
なる。その結果、吸液芯２によって流れ落ちた薬剤を吸い上げやすくなる。さらに、例え
ば、薬剤容器１を逆さに向けると、薬剤は本体部１１の上面１１５に溜まるが、この薬剤
は、上面１１５の突条１７ａ，１７ｂを伝って、首部１２へと流れ、吸液芯２に吸引され
る。
【００５７】
　このように、吸液芯２が底面１１１の縁部に接していること、及び突条１６，１７が形
成されていることから、本実施形態の薬剤容器１では、薬剤が容器内に残留するのを防止
することができ、薬剤を最後まで使い切ることができる。
【００５８】
　＜６．特徴＞
　以上のように、本実施形態によれば、次の特徴を有している。
【００５９】
　＜６－１＞
　薬剤を収容する薬剤容器１の首部１２が、支持体３の保持部３１４により左右から挟ま
れるように保持されているため、薬剤容器１が横方向からの振動を受けても、薬剤容器１
が支持体から離脱するのを防止することができる。その結果、薬剤容器１から薬剤がこぼ
れるのを防止することができる。
【００６０】
　＜６－２＞
　首部１２の外周面に、突部１３が形成されており、突部１３と本体部１１の上面１１５
との隙間に、３１４保持部が係合するため、薬剤容器１の上下方向の移動が拘束される。
そのため、薬剤容器１が上下方向の振動を受けても、支持体３から離脱するのを防止する
ことができる。
【００６１】
　＜６－３＞
　薬剤容器１の本体部１１は、上下方向において、保持部３１４と底面支持部３１８との
間に挟まれた状態となっているため、一旦、薬剤容器１が支持体３に装着されると、斜め
上方あるいは斜め下方には移動できないようになっており、薬剤容器１の離脱を防止する
ことができる。
【００６２】
　＜６－４＞
　薬剤容器１の本体部１１の外周面全体が支持本体３１に支持されているのでなく、薬剤
容器１は、支持本体３１のうち、中間部３１２と当接し、下端部３１３とは隙間を空けて
いる。そのため、薬剤容器１が振動を受けても、その振動の少なくとも一部を下端部３１
３との隙間で吸収することができる。その結果、振動を受けたとき、薬剤容器１が支持本
体３１からの衝撃で破損するのを防止することができる。また、下端部３１３には棒状の
突部３１７が形成されているため、薬剤容器１が隙間側へ移動したときには、この突部３
１７がクッションとなって接触する。
【００６３】
　さらに、中間部３１２は、薬剤容器１の重心Ｇと対応する上下方向の位置において、薬
剤容器１の本体部１１の外周面と当接しているため、振動を受けたとき（特に薬剤容器内
の薬剤の残量が少なくなったとき）でも、薬剤容器１が支持本体３１に対して大きく揺れ
るのを防止することができる。
【００６４】
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　＜６－５＞
　支持体３には、固定部４が回転自在に取り付けられているため、次のような効果がある
。すなわち、支持体３が振動を受けた場合、支持体３は固定部４に対して回転するように
なっている。したがって、例えば、取付対象物７が図１４（ａ）に示す水平な状態から、
図１４（ｂ）に示す傾いた状態になったとしても、支持体３の重心が、支持体３と固定部
４との連結部分の鉛直下方に位置するように、支持体３は回転する。そのため、薬剤容器
１は、開口１２１が上方を向いた状態に維持されるため、薬剤がこぼれるのを防止するこ
とができる。
【００６５】
　＜７．変形例＞
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではな
く、その趣旨を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。なお、以下の変形例は
、適宜組合わせ可能である。
【００６６】
　＜７－１＞
　上記実施形態では、首部１２の突部１３と本体部１１の上面１１５との間に保持部３１
４を係合させているが、これに限定されるものでない。すなわち、首部１２に設けられた
雄ねじ１４を利用して保持部３１４を係合させることもできる。また、首部１２の突部１
３は、首部１２の全周に亘って設ける必要はなく、一部でもよい。さらに、突部１３を首
部１２の軸方向に複数設け、隣接する突部１３の間に保持部３１４を係合させてもよい。
【００６７】
　保持部３１４の形態は、特には限定されず、首部の径方向外方から首部を挟むように保
持するものであれば、特には限定されない。また、首部に限られず、本体部を径方向外方
から挟むように保持することもできる。
【００６８】
　＜７－２＞
　支持体３の形態も、特には限定されず、少なくとも保持部３１４が設けられていればよ
い。したがって、カバーも必要に応じて設けられればよい。
【００６９】
　＜７－３＞
　固定部４の形態も特には限定されず、取付対象物に固定できればよい。また、固定部を
設けず、両面テープなどで、支持体３を取付対象物に直接固定することもできる。
【００７０】
　＜７－４＞
　薬剤容器１の形態も特には限定されず、少なくとも上部に開口１２１を有し、この開口
１２１から薬剤に含浸されるように吸液芯２が挿入可能であればよい。したがって、形状
、材料などは特には限定されない。
【００７１】
　＜７－５＞
　薬剤容器１に形成された突条１６、１７ａ，１７ｂは、薬剤を伝わせるために形成され
たものであるが、これに限定されない。例えば、上記各突条１６、１７ａ，１７ｂには溝
が形成されているが、溝は必ずしもなくてもよく、図１５に示すように、突条１７だけで
もよい。また、上記実施形態では、突条を薬剤容器１の底面１１１から側面１１２に亘っ
て(１６)と、上面１１５から首部１２に亘って(１７ａ，１７ｂ)形成しているが、少なく
とも一方があればよい。また、複数の突条を設けることもできる。さらに、突条の代わり
に、図１６に示すように、薬剤容器１の内壁面に溝１８を形成することもできる。
【００７２】
　＜７－６＞
　上記実施形態においては、図６に示すように、吸液芯２の下端部２１は、薬剤容器の底
面１１１の左右の縁部１１１１に接しているが、少なくとも一部が接していればよい。例
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えば、図１７（ａ）に示すように、吸液芯２の下端部２１の径が小さく、一方の縁部１１
１１にのみ接していてもよいし、図１７（ｂ）に示すように、底面１１１のいずれかの縁
部（この例では背面側）に接していてもよい。また、底面１１１の形状も特には限定され
ず、吸液芯２の下端部２１の一部が縁部のいずれかに接するような形状であればよい。但
し、このような構成は、必ずしも必要ではないが、設けられていることが好ましい。
【符号の説明】
【００７３】
１　　　　：薬剤容器
１１　　　：本体部
１１１　　：底面
１１２　　：側面（外周面）
１１３　　：前面（外周面）
１１４　　：背面（外周面）
１１５　　：上面（外周面）
１２　　　：首部
１２１　　：開口
１３　　　：突部
２　　　　：吸液芯
２１　　　：下端部
３　　　　：支持体
３１　　　：支持本体（上下支持部）
３１２　　：中間部（第１支持部）
３１３　　：下端部（第２支持部）
３１４　　：保持部
３１８　　：底面支持部
３２　　　：カバー
４　　　　：固定部
Ｇ　　　　：重心
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